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第２章 生活福祉課業務 

 
寒川町を所管する福祉事務所（社会福祉法第 14条）として、次の事務を行いました。 

 
１ 生活保護 

生活保護制度は、「日本国憲法第 25 条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国

民に対し、その困窮する程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するととも

に、その自立を助長することを目的」（生活保護法第１条）とした、社会保障の根幹を担う最後

のセーフティネットです。 

被保護世帯数や保護率は経済状況等を反映して、平成６年度から増加に転じ、特に平成 12 年度

からは著しい伸びを示してきましたが、近年その伸びは鈍化し、現在はほぼ横ばいに推移してい

ます。 

最低生活の保障とともに法の目的である自立の助長のために、地区担当員（ケースワーカー）

のほかに、就労支援員、子ども支援員、医療扶助相談支援員等を配置して、就労支援、子どもに

対する支援、傷病者の適切な受診等に力を入れてきました。 

子どもの学習支援・居場所づくり事業は、平成 27 年度から NPO 法人に委託して実施しています。 

 
２ 児童福祉 

児童福祉法に基づく助産施設、母子生活支援施設入所に関する業務を行いました。また、児童

相談所、町役場、警察等関係機関との連携により、児童福祉の向上に努めました。 
 

３ 女性保護 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律等に基づき、必要な支援等を行いま

した。 
 
４ 母子父子寡婦福祉 

母子自立支援員を配置して、母子父子、寡婦家庭等の相談に応じるとともに、母子父子寡婦福

祉資金貸付制度及び母子家庭自立支援給付金事業の窓口として支援を行いました。 
 

 
５ 特別障害者手当等の認定 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、特別の介護を必要とする在宅の重度障害児

者に対して、特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過的福祉手当の認定・支給事務を行いまし

た。 
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１ 生活保護 

（１）被保護世帯数・人数 

扶助別被保護世帯数・人員（2018年３月 31日現在） 

扶助の種類 
区分 総 数 生 活 住 宅 教 育 介 護 医 療 出 産 生 業 葬 祭 

寒川町 
世帯数 488 408 421 34 97 423 0 14 10 

人  員 661 558 580 54 97 537 0 15 10 

＊総数は、停止中を含まない、現に保護を受けた世帯 

 

（２）保護の開始・廃止 

ア  理由別開始世帯の状況 
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寒川町 67 12 1 1 0 5 3 3 5 0 4 1 9 0 3 20 

  

イ  理由別廃止世帯の状況 

区分 
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寒川町 67 0 0 22 3 7 0 1 0 1 1 0 5 27 

 

（３）世帯類型別被保護世帯状況 

区分 

町名 
総 数 高齢者世帯 母 子 世 帯 障害者世帯 傷病者世帯 その他世帯 

寒 川 町 488 241 34 69 53 91 
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（４）労働力類型別被保護世帯の状況 

区分 
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総数 
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寒川町 488 52 2 9 0 10 415 

 

（５）医療扶助 

区分 
 
町名 

総数 
入   院 入院外 

精神 その他 計 精神 その他 計 

寒川町 537 15 18 33 9 495 504 

 

（６）生活保護施設入所状況 

区分 

町名 
寒 川 町 

救護施設 5 

更生施設 2 

 

（７）保護の開始廃止件数の推移 

年度 
区分 平成25 26 27 28 29 

開 始 78 98 68 70 67 

廃 止 68 88 67 69 67 

 

（８）保護世帯数等の推移（年度平均） 

年度 
区分 平成25 26 27 28 29 

世帯数 464 470 479 473 483 

人 員 653 659 669 651 662 

保護率 13.8 13.9 14.0 13.5 13.8 
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（９）生活保護費の状況（円） 

町名 
区分 寒川町 

生活扶助 317,218,325 

住宅扶助 208,199,691 

教育扶助 5,362,697 

介護扶助 610,594 

医療扶助 9,390,611 

出産扶助 0 

生業扶助 3,693,941 

葬祭扶助 4,019,126 

就労自立給付金 99,767 

保護施設事務費 12,727,652 

計   561,322,404 

※診療報酬支払基金払いの医療費及び国民健康保険組合連合会支払いの介護費は含まれていない。 
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２ 児童福祉 

（１）助産施設利用状況 

町名 寒川町 

利用件数 １ 

 

（２）母子生活支援施設入所状況 

町名 寒川町 

利用件数 2 

 

 

３ 女性保護 

（１）女性相談員相談状況 

   相談主訴別取扱状況 

区分 
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（２）相談後の処理状況 
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４ 母子父子寡婦福祉 

（１）母子父子自立支援員相談指導結果 
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7 6 107 35 0 2 1 2 2 0 0 0 50 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7 0 223 

 

（２）母子父子寡婦福祉資金貸付件数 

町名 寒川町 

貸付件数 4 

 

 

５ 特別障害者手当等の認定 

手当の種類 

区分 障害児福祉手当 福祉手当（経過措置分） 特別障害者手当 

寒川町 
支給総額（年間） 4,608,200円 350,000円 8,767,990円 

受給者数 

(2018年３月31日現在) 
    31名      2名     28名 
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